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1. 概要 

試験研究用等原子炉施設の設置許可基準規則の第 9 条（溢水による損傷の防止）に係る溢水防護

の基本方針等を示す。 

 

2. 基本方針 

原子炉施設は、安全機能の重要度分類がクラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、系統

及び機器（以下「機器等」という。）に対して適切な溢水防護対策を講じる設計とする。 

その上で、試験研究用等原子炉施設の設置許可基準規則の解釈より、原子炉施設は、設計基準に

おいて想定される溢水により、原子炉施設の安全性が損なわれないように、原子炉を停止でき、放

射性物質の閉じ込め機能を維持でき、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持でき、

さらに、使用済燃料貯蔵設備においては、水冷却池の冷却機能及び水冷却池への給水機能を維持で

きるように必要な措置を講じる設計とする。 

具体的には、設計基準において想定される溢水が発生した場合に、安全機能の重要度分類がクラ

ス１、クラス２及びクラス３に属する機器等の中から、以下を抽出する。抽出した機器等に対して、

本原子炉施設の安全上の特徴を踏まえ、適切な溢水防護対策を講じる設計とする。 

・ 設計基準において想定される溢水が発生した場合に、原子炉を停止し、また、停止状態に

ある場合は、引き続きその状態を維持するための機器等（以下「原子炉の安全停止に係る機

器等」という。） 

・ 放射性物質の貯蔵機能を有する機器等及び設計基準において想定される溢水が発生した場

合に、放射性物質の閉じ込め機能を維持するための機器等（以下「放射性物質の貯蔵又は閉

じ込めに係る機器等」という。） 

・ 設計基準において想定される溢水が発生した場合に、使用済燃料貯蔵設備において、水冷

却池の冷却機能及び水冷却池への給水機能を維持するための機器等（以下「使用済燃料の冠

水等に係る機器等」という。） 

 

3. 原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠

水等に係る機器等の抽出 

溢水防護対策を講じるに当たって、原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ

込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等を安全機能の重要度分類がクラス１、クラス

２及びクラス３に属する機器等の中から抽出する。安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放

射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係を別添 1 に示

す。 

 

3.1 原子炉の安全停止に係る機器等の抽出 

原子炉施設において溢水が発生し、これを検知した場合、運転員が手動スクラム操作により原子

炉を停止する。原子炉を手動スクラムした後の、原子炉の冷却は、１次主冷却系の強制循環（１次

主循環ポンプポニーモータを使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風で行われる。 

溢水により原子炉保護系（スクラム）の作動を伴う運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の
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起因となる異常事象が発生するおそれがあり、この場合、当該事象に対応する原子炉トリップ信号

により原子炉はスクラムされ、その後の原子炉の冷却は、手動スクラムした場合に同じとなる。溢

水と運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因となる異常事象の関係を別添 2に示す。 

以上より、原子炉の安全停止に係る機器等は、安全機能の重要度分類がクラス１、クラス２及び

クラス３に属する機器等の中から、以下のとおり抽出する。 

 

① 原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能（ＭＳ－１）に属する機器等 

原子炉を手動スクラム又は原子炉保護系（スクラム）が作動した場合、制御棒及び後備炉停止

制御棒が自重及びスプリング力により、炉心に急速に挿入され、原子炉は停止する。このため、

制御棒及び後備炉停止制御棒等を含む「原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能（ＭＳ－１）」に属

する機器等を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 

② 炉心形状の維持機能（ＰＳ－１）に属する機器等 

「炉心形状の維持機能（ＰＳ－１）」に属する機器等は、「原子炉の緊急停止及び未臨界維持機

能（ＭＳ－１）」の関連系として、原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 

③ 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（ＭＳ－１）に属する機器等の一部 

「工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（ＭＳ－１）」に属する機器等のう

ち、原子炉の手動スクラム又は原子炉保護系（スクラム）の作動に関連する核計装、プロセス計

装を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 

また、溢水により発生するおそれがある運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因とな

る異常事象に対応する以下の原子炉トリップ信号に関連する計装を原子炉の安全停止に係る機器

等として抽出する。 

・ １次冷却材流量低 

・ ２次冷却材流量低 

・ 電源喪失 

・ 原子炉入口冷却材温度高 

・ 中性子束高（出力領域） 

・ 炉内ナトリウム液面低 

④ 原子炉停止後の除熱機能（ＭＳ－１）に属する機器等 

「原子炉停止後の除熱機能（ＭＳ－１）」に属する機器等を原子炉の安全停止に係る機器等とし

て抽出する。 

なお、「原子炉停止後の除熱機能（ＭＳ－１）」に属する１次主冷却系逆止弁＊1は、１次主冷却

系の冷却材の流路を確保する観点で、原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 

＊1：１次主冷却系の逆止弁（逆止機能）については、1ループの１次主循環ポンプで冷却材を

循環させる事象（１次主循環ポンプ軸固着）が発生した場合に、１次主循環ポンプが停止

しているループに、冷却材が逆流し、炉心流量が大きく低下することを防止する機能を有

しているが、溢水により当該機能が必要となる事象は発生しない。 

⑤ 原子炉冷却材バウンダリ機能（ＰＳ－１）に属する機器等 

「原子炉冷却材バウンダリ機能（ＰＳ－１）」に属する機器等は、「原子炉停止後の除熱機能（Ｍ
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Ｓ－１）」の関連系として、原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 

⑥ ２次冷却材を内蔵する機能（通常運転時の炉心の冷却に関連するもの）（ＰＳ－３）に属する

機器等 

「２次冷却材を内蔵する機能（通常運転時の炉心の冷却に関連するもの）（ＰＳ－３）」に属す

る機器等は、「原子炉停止後の除熱機能（ＭＳ－１）」の関連系として、原子炉の安全停止に係る

機器等として抽出する。 

⑦ １次冷却材漏えい量の低減機能（ＭＳ－１）に属する機器等の一部 

１次冷却材漏えい事故時には、１次主冷却系の逆止弁及び１次補助冷却系のサイフォンブレー

ク弁に依らず、原子炉容器のリークジャケット、原子炉冷却材バウンダリの配管（外管）、容器、

ポンプ、弁のリークジャケット、１次予熱窒素ガス系の仕切弁により、１次主冷却系の循環に必

要な液位が確保される設計としている。このため、１次主冷却系の逆止弁及び１次補助冷却系の

サイフォンブレーク弁を除く「１次冷却材漏えい量の低減機能（ＭＳ－１）」に属する機器等を原

子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 

⑧ 事故時のプラント状態の把握機能（ＭＳ－２）に属する機器等 

原子炉停止後に、炉心の崩壊熱を除去し、停止状態を引き続き維持することにより、放射性物

質が系統外に放出されることはないが、その状況を監視する観点で、「事故時のプラント状態の把

握機能（ＭＳ－２）」に属する機器等を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 

⑨ 緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能（ＭＳ－３）に属する機器等の一部 

「緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能（ＭＳ－３）」に属する機器等のうち、原子

炉の安全停止状態を監視する観点で、以下の計装を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出す

る。 

・ 核計装（線形出力系及び起動系） 

・ 原子炉入口冷却材温度 

・ 原子炉出口冷却材温度 

・ １次主冷却系冷却材流量 

・ ２次主冷却系冷却材流量 

⑩ 制御室外からの安全停止機能（ＭＳ－３）に属する機器等 

中央制御室が使用できない場合、中央制御室以外の場所から原子炉を停止させ、必要なパラメ

ータを監視するための機能を有する観点で、「制御室外からの安全停止機能（ＭＳ－３）」に属す

る機器等を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 

⑪ 通常運転時の冷却材の循環機能（ＰＳ－３）に属する機器等の一部 

原子炉停止後の除熱は、１次主冷却系の強制循環（１次主循環ポンプポニーモータを使用）、２

次主冷却系の自然循環で行われることから、「通常運転時の冷却材の循環機能（ＰＳ－３）」のう

ち、１次主循環ポンプ本体（循環機能）を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 

⑫ プラント計測・制御機能（安全保護機能を除く。）に属する機器等 

また、原子炉停止後の除熱を制御する観点で、原子炉冷却材温度制御系（「プラント計測・制御

機能（ＰＳ－３）」に該当する機器）＊2を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 

＊2：関連するプロセス計装及び制御用圧縮空気供給設備を含む。 
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⑬ 安全上特に重要な関連機能（ＭＳ－１）、安全上重要な関連機能（ＭＳ－２）に属する機器等

の一部 

「安全上特に重要な関連機能（ＭＳ－１）」及び「安全上重要な関連機能（ＭＳ－２）」に属す

る機器等については、中央制御室及び非常用電源設備のうち、①～⑫に関連するものを原子炉の

安全停止に係る機器等として抽出する。 

なお、非常用電源設備の一部（非常用ディーゼル発電機等）は、放射性物質の閉じ込め又は使

用済燃料の冠水等に係る機器等と重畳するものがある。重畳する場合は、原子炉の安全停止に係

る機器等であることを優先して溢水防護対策を講じるものとする。 

 

3.2 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等の抽出 

放射性物質の閉じ込めについて、原子炉の安全停止に係る機器等に対して溢水防護対策を講じる

ことにより、溢水が発生した場合にあっても、原子炉の安全停止が可能であり放射性物質が放出す

るおそれはない。 

一方、１次冷却材漏えい事故時には、原子炉停止後に格納容器（床下）を窒素雰囲気から空気雰

囲気に置換した場合に、漏えいしたナトリウムが燃焼し、それに伴う放射性物質の放出を抑制する

ため、放射性物質の閉じ込め機能が必要となる。 

以上より、１次冷却材漏えい事故時に放射性物質の閉じ込めに必要な機器等を安全機能の重要度

分類がクラス１、クラス２及びクラス３に属する機器等の中から、以下のとおり抽出する。 

① 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（ＭＳ－１）に属する機器等の一部 

格納容器（床下）において、ナトリウムが燃焼した場合に、格納容器外への放射性物質の放出

量を抑制するため、「工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（ＭＳ－１）」に

属する機器等のうち、原子炉保護系（アイソレーション）と原子炉保護系（アイソレーション）

の作動に関連するプロセス計装を抽出する。 

② 放射性物質の閉じ込め機能（ＭＳ－１）に属する機器等 

格納容器（床下）において、ナトリウムが燃焼した場合に、格納容器外への放射性物質の放出

量を抑制するため、「放射性物質の閉じ込め機能（ＭＳ－１）」に属する機器等を抽出する。 

③ 放射線の遮蔽及び放出低減機能（ＭＳ－２）に属する機器等の一部 

格納容器（床下）において、ナトリウムが燃焼した場合に、格納容器外への放射性物質の放出

量を抑制するため、「放射線の遮蔽及び放出低減機能（ＭＳ－２）」に属する機器等のうち、アニ

ュラス部排気系及び非常用ガス処理装置を抽出する。 

④ 安全上特に重要な関連機能（ＭＳ－１）、安全上重要な関連機能（ＭＳ－２）に属する機器等

の一部 

「安全上特に重要な関連機能（ＭＳ－１）」及び「安全上重要な関連機能（ＭＳ－２）」に属す

る機器等については、放射性物質の閉じ込めを達成するための①～③に係る非常用電源設備を抽

出する。 
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放射性物質の貯蔵について、放射性物質を貯蔵する機器等を安全機能の重要度分類がクラス１、

クラス２及びクラス３に属する機器等の中から、以下のとおり抽出する。 

⑤ 原子炉カバーガス等のバウンダリ機能（ＰＳ－２）に属する機器等 

⑥ 原子炉冷却材バウンダリに直接接続されていないものであって、放射性物質を貯蔵する機能

（ＰＳ－２）に属する機器等 

⑦ 燃料を安全に取り扱う機能（ＰＳ－２）に属する機器等 

⑧ 放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ－３）に属する機器等 

⑨ 核分裂生成物の原子炉冷却材中への放散防止機能（ＰＳ－３）に属する機器等 

 

3.3 使用済燃料の冠水等に係る機器等の抽出 

使用済燃料の冠水等に係る機器等は、安全機能の重要度分類がクラス１、クラス２及びクラス３

に属する機器等の中から、以下のとおり抽出する。 

① 燃料プール水の保持機能（ＭＳ－２）に属する機器等 

② 燃料プール水の補給機能（ＭＳ－３）に属する機器等 

 

4. 原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠

水等に係る機器等に対する溢水防護対策の考え方 

「常陽」における溢水防護は、以下の特徴を有する。原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物

質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器、使用済燃料の冠水等に係る機器等について、本原子炉施設の安

全上の特徴を考慮した上で適切な溢水防護対策を講じる。 

・ ナトリウムを冷却材として使用する「常陽」では、多くのエリアが、禁水区域に該当する。

例えば、多くの安全施設が収納されている格納容器内にあっては、溢水源がなく、溢水により

安全機能が損なわれるような事象は発生しない。 

・ 没水、被水及び蒸気の影響評価の観点で考慮すべき溢水源は、補機冷却設備（ディーゼル発

電機の冷却水や空調設備の冷却水他）の水、液体廃棄物処理設備の水、脱塩水供給設備の水、

上水設備の水、工水設備の水、ボイラー設備の蒸気（空調設備用）、ディーゼル発電機やボイ

ラー設備の燃料油に限定される。 

※ 影響評価の対象には、空調設備を有する中央制御室や補機冷却設備の配管が通過するエ

リアに隣接する電源盤等が主に該当する。 

・ 管理区域外への漏えいを防止する観点で考慮すべき溢水源には、液体廃棄物処理設備の水及

び使用済燃料貯蔵設備の水冷却池の水が該当する。 

 

4.1 溢水に対する溢水防護対策の考え方 

溢水防護対策については、本原子炉施設の安全上の特徴並びに原子炉の安全停止に係る機器等、放

射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等が有する安全機能、配

置、構造及び動作原理に係る以下の 2つの観点を考慮することを基本とし、溢水による機能への影響

を判断して決定する。 

[9]



9条-別紙 1-6 

 

 

ⅰ）環境条件から溢水が発生しないため、溢水によって、その機能が影響を受けない。 

 例：区画内に溢水源がなく、溢水経路にも該当しない場合 

ⅱ）密封構造を有するもの、又は水環境での使用を想定しているものであり、溢水によって、そ

の機能が影響を受けない。 

  例：電線管に密封されたケーブルや原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備貯蔵ラック等 

溢水防護に対する評価対象区画は、溢水による機能への影響が想定される機器等が設置されてい

る全ての区画、中央制御室及び現場操作が必要な設備へのアクセス通路について設定する。また、溢

水防護区画は、壁、扉、堰等又はそれらの組み合わせにより、他の区画と分離する。 

 

4.1.1 原子炉の安全停止に係る機器等に対する溢水による機能への影響 

原子炉の安全停止に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要を別添 2に示す。 

 

4.1.2 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する溢水による機能への影響 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要を別添 3 に

示す。 

 

4.1.3 使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する溢水による機能への影響 

使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要を別添 4に示す。 
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9条-別紙 1-別添 1-1 

 

別添 1 

安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、 

使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係 

 

安全機能の重要度分類がクラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、系統及び機器と原子炉

の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る

機器等の関係を第 1表に示す。 
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第 1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（1/7） 

 

Ａ：原子炉の安全停止に係る機器等、Ｂ：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、Ｃ：使用済燃料の冠水等に係る機器等 

安全機能の重要度分類 抽出結果 

（〇：該当） 備考 
分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

Ａ Ｂ Ｃ 

ＰＳ－１ 

その損傷又は故障により発

生する事象によって燃料の

多量の破損を引き起こすお

それがあり、敷地外への著

しい放射性物質の放出のお

それのある構築物、系統及

び機器 

原子炉冷却材バウンダリ

機能 

① 原子炉容器 1）本体 〇   

原子炉停止後の除熱機能の関連系として、原子炉の

安全停止に係る機器等に抽出 

② １次主冷却系、１次補助冷

却系及び１次ナトリウム充

填・ドレン系 

2）原子炉冷却材バウンダリに属する容

器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装

等の小口径のものを除く。） 

〇   

炉心形状の維持機能 

① 炉心支持構造物 
1）炉心支持板 〇   

原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能の関連系とし

て、原子炉の安全停止に係る機器等に抽出 

2）支持構造物 〇   

② 炉心バレル構造物 1）バレル構造体 〇   

③ 炉心構成要素 

1）炉心燃料集合体 〇   

2）照射燃料集合体 〇   

3）内側反射体 〇   

4）外側反射体（Ａ） 〇   

5）材料照射用反射体 〇   

6）遮へい集合体 〇   

7）計測線付実験装置 〇   

8）照射用実験装置 〇   

ＭＳ－１ 

異常状態発生時に、敷地周

辺公衆への過度の放射線の

影響を防止する構築物、系

統及び機器 

原子炉の緊急停止及び未

臨界維持機能＊1 

① 制御棒 〇   

原子炉の安全停止に係る機器等に抽出 

② 制御棒駆動系 

1）駆動機構 〇   

2）上部案内管 〇   

3）下部案内管 〇   

③ 後備炉停止制御棒 〇   

④ 後備炉停止制御棒駆動系 

1）駆動機構 〇   

2）上部案内管 〇   

3）下部案内管 〇   

＊1：【特記すべき関連系】炉心支持構造物（炉心支持板、支持構造物）、炉心バレル構造物（バレル構造体）、炉心構成要素（炉心燃料集合体、照射燃料集合体他） 

  

[12]



 

 

9
条
-別

紙
1-
別
添

1
-3 

 

第 1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（2/7） 

 

Ａ：原子炉の安全停止に係る機器等、Ｂ：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、Ｃ：使用済燃料の冠水等に係る機器等 

安全機能の重要度分類 抽出結果 

（〇：該当） 備考 
分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

Ａ Ｂ Ｃ 

ＭＳ－１ 

異常状態発生時に、敷地周

辺公衆への過度の放射線の

影響を防止する構築物、系

統及び機器 

１次冷却材漏えい量の 

低減機能＊1 

① 原子炉容器 1）リークジャケット 〇   
１次冷却材漏えい事故時に１次主冷却系による原子

炉停止後の除熱を行う観点で、原子炉の安全停止に

係る機器等に抽出 

② １次主冷却系、１次補助冷却系及び１次ナトリウム充填・ドレン系の

うち、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポンプ・弁の配管

（外側）又はリークジャケット 

〇   

③ １次主冷却系 1）逆止弁    １次冷却材漏えい事故時に１次主冷却系による原子

炉停止後の除熱に係わらない。 ④ １次補助冷却系 1）サイフォンブレーク弁    

⑤ １次予熱窒素ガス系 1）仕切弁 〇   

１次冷却材漏えい事故時に１次主冷却系による原子

炉停止後の除熱を行う観点で、原子炉の安全停止に

係る機器等に抽出 

原子炉停止後の除熱 

機能＊2 

① １次主冷却系 

1）１次主循環ポンプポニーモータ 〇   原子炉の安全停止に係る機器等に抽出 

2）逆止弁 〇   
１次主冷却系の冷却材の流路を確保する観点で、原

子炉の安全停止に係る機器等に抽出 

② ２次主冷却系 1）主冷却機（主送風機を除く。）＊3 〇   原子炉の安全停止に係る機器等に抽出 

放射性物質の 

閉じ込め機能 

① 格納容器  〇  １次冷却材漏えい事故時にナトリウム燃焼に伴う放

射性物質の放出を抑制する観点で、放射性物質の閉

じ込めに係る機器等として抽出 ② 格納容器バウンダリに属する配管・弁  〇  

安全上必須なその他の構築

物、系統及び機器 

工学的安全施設及び原子

炉停止系への作動信号の

発生機能＊4 

①  原子炉保護系（スクラム） 〇   
原子炉の安全停止に係る機器等に抽出（なお、関連す

る計装は、溢水時に必要なものを抽出） 

② 原子炉保護系（アイソレーション）  〇  

１次冷却材漏えい事故時にナトリウム燃焼に伴う放

射性物質の放出を抑制する観点で、放射性物質の閉

じ込めに係る機器等として抽出 

＊1：【特記すべき関連系】関連するプロセス計装（ナトリウム漏えい検出器） 

＊2：【特記すべき関連系】原子炉容器（本体）、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管他、冷却材バウンダリに属する容器・配管他 

＊3：原子炉冷却材温度制御系を含む。 

＊4：【特記すべき関連系】関連する核計装、関連するプロセス計装 
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第 1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（3/7） 

 

Ａ：原子炉の安全停止に係る機器等、Ｂ：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、Ｃ：使用済燃料の冠水等に係る機器等 

安全機能の重要度分類 抽出結果 

（〇：該当） 備考 
分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

Ａ Ｂ Ｃ 

ＭＳ－１ 
安全上必須なその他の構築

物、系統及び機器 

安全上特に重要な 

関連機能＊1 

① 中央制御室 〇   原子炉の安全停止に係る機器等に抽出 

② 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇（一部） 
原子炉の安全停止、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め

又は使用済燃料の冠水等に係る機器等に電源を供給

するために必要な機器等を抽出（なお、重畳するもの

は（非常用ディーゼル発電機等）、原子炉の安全停止

に係る機器等であることを優先して対策を講じる。） 

③ 交流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇（一部） 

④ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇（一部） 

ＰＳ－２ 

その損傷又は故障により発

生する事象によって、燃料

の多量の破損を直ちに引き

起こすおそれはないが、敷

地外への過度の放射性物質

の放出のおそれのある構築

物、系統及び機器 

原子炉カバーガス等の 

バウンダリ機能 

① １次アルゴンガス系 

1）原子炉カバーガスバウンダリに属す

る容器・配管・弁（ただし、計装等の

小口径のものを除く。） 

 〇  

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に抽出 

② 原子炉容器 

1）本体（原子炉冷却材バウンダリに属す

るもの及び計装等の小口径のものを

除く。） 

 〇  

③ １次主冷却系 

1）原子炉カバーガスバウンダリに属す

る容器・配管・弁（ただし、計装等の

小口径のものを除く。） 

 〇  

④ １次オーバフロー系 

1）原子炉カバーガスバウンダリに属す

る容器・配管・弁（ただし、計装等の

小口径のものを除く。） 

 〇  

⑤ １次ナトリウム充填・ドレ

ン系 

1）原子炉カバーガスバウンダリに属す

る容器・配管・弁（ただし、計装等の

小口径のものを除く。） 

 〇  

⑥ 回転プラグ（ただし、計装等の小口径のものを除く。）  〇  

燃料を安全に 

取り扱う機能 
① 核燃料物質取扱設備  〇  

＊1：【特記すべき関連系】関連する補機冷却設備 
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第 1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（4/7） 

 

Ａ：原子炉の安全停止に係る機器等、Ｂ：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、Ｃ：使用済燃料の冠水等に係る機器等 

安全機能の重要度分類 抽出結果 

（〇：該当） 備考 
分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

Ａ Ｂ Ｃ 

ＰＳ－２ 

その損傷又は故障により発

生する事象によって、燃料

の多量の破損を直ちに引き

起こすおそれはないが、敷

地外への過度の放射性物質

の放出のおそれのある構築

物、系統及び機器 

原子炉冷却材バウンダリ

に直接接続されていない

ものであって、放射性物

質を貯蔵する機能 

① 原子炉附属建物使用済燃

料貯蔵設備 

1）貯蔵ラック  〇  

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に抽出 

2）水冷却池  〇  

② 第一使用済燃料貯蔵建物

使用済燃料貯蔵設備 

1）貯蔵ラック  〇  

2）水冷却池  〇  

③ 第二使用済燃料貯蔵建物

使用済燃料貯蔵設備 

1）貯蔵ラック  〇  

2）水冷却池  〇  

④ 気体廃棄物処理設備 1）アルゴン廃ガス処理系  〇  

ＭＳ－２ 

ＰＳ－２の構築物、系統及

び機器の損傷又は故障が及

ぼす敷地周辺公衆への放射

線の影響を十分小さくする

ようにする構築物、系統及

び機器 

燃料プール水の保持機能 

① 原子炉附属建物使用済燃

料貯蔵設備 

1）水冷却池   〇 

使用済燃料の冠水等に係る機器等に抽出 

2）水冷却浄化設備のうち、サイフォンブ

レーク弁 
  〇 

② 第一使用済燃料貯蔵建物

使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却池   〇 

2）水冷却浄化設備のうち、サイフォンブ

レーク弁 
  〇 

③ 第二使用済燃料貯蔵建物

使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却池   〇 

2）水冷却浄化設備のうち、サイフォンブ

レーク弁 
  〇 

放射線の遮蔽及び 

放出低減機能 

① 外周コンクリート壁  〇  

１次冷却材漏えい事故時にナトリウム燃焼に伴う放

射性物質の放出を抑制する観点で、放射性物質の閉

じ込めに係る機器等として抽出 

② アニュラス部排気系 
1）アニュラス部排気系（アニュラス部常

用排気フィルタを除く。） 
 〇  

③ 非常用ガス処理装置  〇  

④ 主排気筒  〇  

⑤ 放射線低減効果の大きい遮蔽（安全容器及びコンクリート遮へい体冷

却系を含む。） 
   

１次冷却材漏えい事故時にナトリウム燃焼に伴う放

射性物質の放出を抑制に係わらない。 
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第 1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（5/7） 

 

Ａ：原子炉の安全停止に係る機器等、Ｂ：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、Ｃ：使用済燃料の冠水等に係る機器等 

安全機能の重要度分類 抽出結果 

（〇：該当） 備考 
分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

Ａ Ｂ Ｃ 

ＭＳ－２ 

異常状態への対応上特に重

要な構築物、系統及び機器 

事故時のプラント状態の

把握機能 
① 事故時監視計器の一部 〇   原子炉の安全停止に係る機器等に抽出 

安全上特に重要なその他の

構築物、系統及び機器 
安全上重要な関連機能 

① 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 〇（一部） 原子炉の安全停止、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め

又は使用済燃料の冠水等に係る機器等に電源を供給

するために必要な機器等を抽出（なお、重畳するもの

は（非常用ディーゼル発電機等）、原子炉の安全停止

に係る機器等であることを優先して対策を講じる。） 

② 交流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 〇（一部） 

③ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 〇（一部） 

ＰＳ－３ 

異常状態の起因事象となる

ものであってＰＳ－１、Ｐ

Ｓ－２以外の構築物、系統

及び機器 

１次冷却材を内蔵する機

能（ＰＳ－１以外のも

の） 

① １次ナトリウム純化系のうち、１次冷却材を内蔵しているか、又は内

蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小口径のものを除

く。） 

 〇  

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に抽出 
② １次オーバフロー系のうち、１次冷却材を内蔵しているか、又は内蔵

し得る容器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小口径のものを除く。） 
 〇  

③ １次ナトリウム充填・ドレン系のうち、１次冷却材を内蔵しているか、

又は内蔵し得る容器・配管・弁（ただし、ＰＳ－１に属するもの及び計

装等の小口径のものを除く。） 

 〇  

２次冷却材を内蔵する機

能（通常運転時の炉心の

冷却に関連するもの） 

① ２次主冷却系、２次補助冷

却系、２次ナトリウム純化系

及び２次ナトリウム充填・ド

レン系 

1）冷却材バウンダリに属する容器・配

管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小

口径のものを除く。） 

〇   
原子炉停止後の除熱機能の関連系として、原子炉の

安全停止に係る機器等に抽出 

放射性物質の貯蔵機能 
① 液体廃棄物処理設備  〇  

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に抽出 
② 固体廃棄物処理設備  〇  
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第 1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（6/7） 

 

Ａ：原子炉の安全停止に係る機器等、Ｂ：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、Ｃ：使用済燃料の冠水等に係る機器等 

安全機能の重要度分類 抽出結果 

（〇：該当） 備考 
分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

Ａ Ｂ Ｃ 

ＰＳ－３ 

異常状態の起因事象となる

ものであってＰＳ－１、Ｐ

Ｓ－２以外の構築物、系統

及び機器 

通常運転時の冷却材の 

循環機能 

① １次主冷却系 

 1）１次主循環ポンプ 

ⅰ）１次主循環ポンプ本体（循環機能） 〇   原子炉停止後の除熱は、１次主冷却系の強制循環（１

次主循環ポンプポニーモータを使用）、２次主冷却系

の自然循環で行われることから、１次主循環ポンプ

本体（循環機能）を原子炉の安全停止に係る機器等に

抽出 

ⅱ）主電動機＊1    

② ２次主冷却系 

 1）２次主循環ポンプ 

ⅰ）２次主循環ポンプ本体（循環機能）    

ⅱ）電動機    

通常運転時の最終ヒート

シンクへの熱輸送機能 

① ２次主冷却系 

 1）主送風機 

ⅰ）電動機    原子炉停止後の除熱は、主冷却機の自然通風であり、

原子炉の安全停止に係わらない。 ⅱ）電磁ブレーキ＊2    

電源供給機能（非常用を

除く。） 
① 一般電源系（受電エリア）    

原子炉の安全停止、放射性物質の閉じ込め、使用済燃

料の冠水等に係る機器への電源は、非常用電源設備

より給電されるため、原子炉の安全停止、放射性物質

の閉じ込め、使用済燃料の冠水等に係わらない。 

プラント計測・制御機能

（安全保護機能を除く。） 

① 原子炉冷却材温度制御系（関連するプロセス計装及び制御用圧縮空気

供給設備を含む。） 
〇   

原子炉停止後の除熱を制御する観点で、原子炉の安

全停止に係わる機器等に抽出 

原子炉冷却材中放射性物質

濃度を通常運転に支障のな

い程度に低く抑える構築

物、系統及び機器 

核分裂生成物の原子炉冷

却材中への放散防止機能 
① 炉心構成要素 

1）炉心燃料集合体 

 ⅰ）被覆管 
 〇  

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に抽出 
2）照射燃料集合体 

 ⅰ）被覆管 
 〇  

ＭＳ－３ 

運転時の異常な過渡変化が

あってもＭＳ－１、ＭＳ－

２とあいまって、事象を緩

和する構築物、系統及び機

器 

制御室外からの安全停止

機能 
① 中央制御室外原子炉停止盤（安全停止に関連するもの） 〇   

中央制御室が溢水等により使用できない場合に使用

するものであることを考慮し、原子炉の安全停止に

係わる機器等に抽出 

＊1：１次主循環ポンプの主電動機が停止した場合には、主電動機の慣性と１次冷却材の流体慣性により、１次冷却材流量は緩慢に減少する（フローコーストダウン）。１次主循環ポンプの軸は、１次主循環ポンプの内部に設

置していることから、溢水によって軸の固着が生じることはなく、フローコーストダウン特性は、溢水によって影響を受けることはない。 

＊2：電磁ブレーキは、主送風機の停止を迅速に行うために設けられる。これは、原子炉停止直後に２次冷却材の温度低下による熱衝撃を緩和することを目的としたものであり、原子炉の冷却の観点では、万一、電磁ブレーキ

が動作しなかったとしても影響を及ぼすことはない。 
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第 1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（7/7） 

 

Ａ：原子炉の安全停止に係る機器等、Ｂ：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、Ｃ：使用済燃料の冠水等に係る機器等 

安全機能の重要度分類 抽出結果 

（〇：該当） 備考 
分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

Ａ Ｂ Ｃ 

ＭＳ－３ 

運転時の異常な過渡変化が

あってもＭＳ－１、ＭＳ－

２とあいまって、事象を緩

和する構築物、系統及び機

器 

燃料プール水の補給機能 

① 原子炉附属建物使用済燃

料貯蔵設備 

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属するも

のを除く。） 
  〇 

使用済燃料の冠水等に係る機器等に抽出 
② 第一使用済燃料貯蔵属建

物使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属するも

のを除く。） 
  〇 

③ 第二使用済燃料貯蔵属建

物使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属するも

のを除く。） 
  〇 

出力上昇の抑制機能 ① インターロック系 1）制御棒引抜きインターロック系    
溢水により当該機能の必要となる事象が発生するお

それはなく、原子炉の安全停止に係わらない。 

異常状態への対応上必要な

構築物、系統及び機器 

緊急時対策上重要なもの

及び異常状態の把握機能 

① 事故時監視計器（ＭＳ－２に属するものを除く。） 〇   
原子炉の安全停止状態の監視に必要な計装を原子炉

の安全停止に係る機器等に抽出 

② 放射線管理施設（ＭＳ－２に属するものを除く。）    

原子炉の安全停止、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め、

使用済燃料の冠水等に係わらない。 

③ 通信連絡設備    

④ 消火設備    

⑤ 安全避難通路    

⑥ 非常用照明    
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9条-別紙 1-別添 2-1 

 

別添 2 

原子炉の安全停止に係る機器等に対する溢水による機能への影響 

 

安全機能の重要度分類から抽出した原子炉の安全停止に係る機器等に対する溢水による機能への

影響の概要を第 1表に示す。 
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第 1表 原子炉の安全停止に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要（1/6） 

 

安全機能の重要度分類 原子炉の安全停止 

に係る機器等 

(〇：該当、－：非該当) 

溢水による機能影響の概要 

(〇：可能性あり、－：可能性なし) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－１ 

その損傷又は故障により

発生する事象によって燃

料の多量の破損を引き起

こすおそれがあり、敷地

外への著しい放射性物質

の放出のおそれのある構

築物、系統及び機器 

原子炉冷却材 

バウンダリ機能 

① 原子炉容器 1）本体 〇＊1 

－ 

(左記は、冷却材であるナトリウムを内蔵し、禁水区域である

格納容器内に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢

水によってその機能が影響を受けることはない。) 

② １次主冷却系、１次補

助冷却系及び１次ナトリ

ウム充填・ドレン系 

2）原子炉冷却材バウンダリに属する

容器・配管・ポンプ・弁（ただし、

計装等の小口径のものを除く。） 

〇＊1 

－ 

(左記の構築物、系統及び機器は、冷却材であるナトリウムを

内蔵し、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源

がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けるこ

とはない。) 

炉心形状の維持機能 

① 炉心支持構造物 
1）炉心支持板 〇＊2 

－ 

(左記は、冷却材であるナトリウムを内蔵する原子炉容器内に

設置されるため、溢水源はない。したがって、溢水によってそ

の機能が影響を受けることはない。) 

2）支持構造物 〇＊2 

② 炉心バレル構造物 1）バレル構造体 〇＊2 

③ 炉心構成要素 

1）炉心燃料集合体 〇＊2 

2）照射燃料集合体 〇＊2 

3）内側反射体 〇＊2 

4）外側反射体（Ａ） 〇＊2 

5）材料照射用反射体 〇＊2 

6）遮へい集合体 〇＊2 

7）計測線付実験装置 〇＊2 

8）照射用実験装置 〇＊2 

＊1：原子炉停止後の除熱機能の関連系として、原子炉の安全停止に係る機器等に抽出 

＊2：原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能の関連系として、原子炉の安全停止に係る機器等に抽出 
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9条-別紙 1-別添 2-3 

 

第 1表 原子炉の安全停止に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要（2/6） 

 

安全機能の重要度分類 原子炉の安全停止 
に係る機器等 

(〇：該当、－：非該当) 

溢水による機能影響の概要 
(〇：可能性あり、－：可能性なし) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＭＳ－１ 

異常状態発生時に、敷地
周辺公衆への過度の放射
線の影響を防止する構築
物、系統及び機器 

原子炉の緊急停止及
び未臨界維持機能＊1 

①  制御棒 〇 

－ 
(左記は、原子炉容器内に設置される。冷却材であるナトリウ
ムを内蔵する原子炉容器の中に、溢水源はない。したがって、
溢水によってその機能が影響を受けることはない。) 

② 制御棒駆動系 

1）駆動機構 〇 

－ 
(左記は、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水
源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受ける
ことはない。) 

2）上部案内管 〇 
－ 

(左記は、原子炉容器内に設置される。冷却材であるナトリウ
ムを内蔵する原子炉容器の中に、溢水源はない。したがって、
溢水によってその機能が影響を受けることはない。) 3）下部案内管 〇 

③ 後備炉停止制御棒 〇 
－ 

(制御棒に同様) 

④ 後備炉停止制御棒駆動
系 

1）駆動機構 〇 
－ 

(制御棒駆動系(駆動機構)に同様) 
2）上部案内管 〇 － 

(制御棒駆動系(上部案内管、下部案内管)に同様) 3）下部案内管 〇 

１次冷却材漏えい量
の低減機能＊2 

① 原子炉容器 1）リークジャケット 〇 

－ 
(左記は、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水
源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受ける
ことはない。) 

② １次主冷却系、１次補助冷却系及び１次ナトリウム充填・ドレ
ン系のうち、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポン
プ・弁の配管（外側）又はリークジャケット 

〇 

－ 
(左記の構築物、系統及び機器は、冷却材であるナトリウムを
内蔵し、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源
がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けるこ
とはない。) 

③ １次主冷却系 1）逆止弁 －  
④ １次補助冷却系 1）サイフォンブレーク弁 －  

⑤ １次予熱窒素ガス系 1）仕切弁 〇 

－ 
(左記は、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水
源がない。また、１次予熱窒素ガス系の仕切弁は、通常運転時
及び機能要求時(１次冷却材漏えい事故時)ともに「閉」の電動
弁であり、通常運転時と機能要求時で状態が変わらない。した
がって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。) 

＊1：【特記すべき関連系】炉心支持構造物（炉心支持板、支持構造物）、炉心バレル構造物（バレル構造体）、炉心構成要素（炉心燃料集合体、照射燃料集合体他） 

＊2：【特記すべき関連系】関連するプロセス計装（ナトリウム漏えい検出器）  
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9条-別紙 1-別添 2-4 

 

第 1表 原子炉の安全停止に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要（3/6） 

 

安全機能の重要度分類 原子炉の安全停止 
に係る機器等 

(〇：該当、－：非該当) 

溢水による機能影響の概要 
(〇：可能性あり、－：可能性なし) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＭＳ－１ 

異常状態発生時に、敷地
周辺公衆への過度の放射
線の影響を防止する構築
物、系統及び機器 

原子炉停止後の除熱 
機能＊1 

① １次主冷却系 

1）１次主循環ポンプポニーモータ 〇 

○（一部） 
(左記のうち、本体やケーブルの一部は、禁水区域である格
納容器内に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢
水によってその機能が影響を受けることはない。 
原子炉附属建物内に設置されるケーブル等は、一部、溢水に
よってその機能が影響を受ける場合がある。) 

2）逆止弁 〇 

－ 
(左記は、冷却材であるナトリウムを内蔵する１次主冷却系に
設置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によってそ
の機能が影響を受けることはない。) 

② ２次主冷却系 1）主冷却機（主送風機を除く。） 〇 

－ 
(左記は、冷却材であるナトリウムを内蔵し、設置されている
部屋は禁水区域であるため、溢水源がない。したがって、溢水
によってその機能が影響を受けることはない。) 

放射性物質の 
閉じ込め機能 

 格納容器 －  
② 格納容器バウンダリに属する配管・弁 －  

安全上必須なその他の構
築物、系統及び機器 

工学的安全施設及び
原子炉停止系への作
動信号の発生機能＊2 

① 原子炉保護系（スクラム） 〇 

〇（一部） 
(原子炉保護系(スクラム)及び関連する計装の一部は、禁水区
域である格納容器内に設置されるため、溢水源がない。したが
って、溢水によってその機能が影響を受けることはない。 
核計装にあっては、原子炉の安全停止状態の監視の観点を含
め線形出力系及び起動系について、一部のケーブルについて、
その機能が影響を受ける場合がある。 
なお、線形出力系により原子炉が停止したこと、起動系により
原子炉の停止状態が維持されていることが確認できる。 
中央制御室等に設置される論理回路及び補助継電器回路、関
連するケーブルの一部については、溢水によってその機能が
影響を受ける場合がある。) 

② 原子炉保護系（アイソレーション） －  

安全上特に重要な 
関連機能＊3 

① 中央制御室 〇 〇 
② 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇 〇 
③ 交流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇 〇 
④ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇 〇 

ＰＳ－２ 

その損傷又は故障により
発生する事象によって、
燃料の多量の破損を直ち
に引き起こすおそれはな
いが、敷地外への過度の
放射性物質の放出のおそ
れのある構築物、系統及
び機器 

原子炉カバーガス等
のバウンダリ機能 

① １次アルゴンガス系 
1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装等
の小口径のものを除く。） 

－  

② 原子炉容器 
1）本体（原子炉冷却材バウンダリに
属するもの及び計装等の小口径のも
のを除く。） 

－  

③ １次主冷却系 
1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装等
の小口径のものを除く。） 

－  

④ １次オーバフロー系 
1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装等
の小口径のものを除く。） 

－  

＊1：【特記すべき関連系】原子炉容器（本体）、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管他、冷却材バウンダリに属する容器・配管他 

＊2：【特記すべき関連系】関連する核計装、関連するプロセス計装 

＊3：【特記すべき関連系】関連する補機冷却設備 
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9条-別紙 1-別添 2-5 

 

第 1表 原子炉の安全停止に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要（4/6） 

 

安全機能の重要度分類 原子炉の安全停止 
に係る機器等 

(〇：該当、－：非該当) 

溢水による機能影響の概要 
(〇：可能性あり、－：可能性なし) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－２ 

その損傷又は故障により
発生する事象によって、
燃料の多量の破損を直ち
に引き起こすおそれはな
いが、敷地外への過度の
放射性物質の放出のおそ
れのある構築物、系統及
び機器 

 
原子炉カバーガス等
のバウンダリ機能 

⑤ １次ナトリウム充填・
ドレン系 

1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装等
の小口径のものを除く。） 

－  

⑥ 回転プラグ（ただし、計装等の小口径のものを除く。） －  
燃料を安全に 
取り扱う機能 

① 核燃料物質取扱設備 －  

原子炉冷却材バウン
ダリに直接接続され
ていないものであっ
て、放射性物質を貯

蔵する機能 

① 原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備 

1）貯蔵ラック －  
2）水冷却池 －  

② 第一使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）貯蔵ラック －  
2）水冷却池 －  

③ 第二使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）貯蔵ラック －  
2）水冷却池 －  

④ 気体廃棄物処理設備 1）アルゴン廃ガス処理系 －  

ＭＳ－２ 

ＰＳ－２の構築物、系統
及び機器の損傷又は故障
が及ぼす敷地周辺公衆へ
の放射線の影響を十分小
さくするようにする構築
物、系統及び機器 

燃料プール水の 
保持機能 

① 原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備 

1）水冷却池 －  
2）水冷却浄化設備のうち、サイフォ
ンブレーク弁 

－  

② 第一使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却池 －  
2）水冷却浄化設備のうち、サイフォ
ンブレーク弁 

－  

③ 第二使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却池 －  
2）水冷却浄化設備のうち、サイフォ
ンブレーク弁 

－  

放射線の遮蔽及び 
放出低減機能 

① 外周コンクリート壁 －  

② アニュラス部排気系 
1）アニュラス部排気系（アニュラス
部常用排気フィルタを除く。） 

－  

③ 非常用ガス処理装置 －  
④ 主排気筒 －  
⑤ 放射線低減効果の大きい遮蔽（安全容器及びコンクリート遮へ
い体冷却系を含む。） 

－  

異常状態への対応上特に
重要な構築物、系統及び
機器 

事故時のプラント 
状態の把握機能 

① 事故時監視計器の一部 〇 〇 

安全上特に重要なその他
の構築物、系統及び機器 

安全上重要な 
関連機能 

① 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 〇 〇 
② 交流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 〇 〇 
③ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 〇 〇 
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9条-別紙 1-別添 2-6 

 

第 1表 原子炉の安全停止に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要（5/6） 

 

安全機能の重要度分類 原子炉の安全停止 
に係る機器等 

(〇：該当、－：非該当) 

溢水による機能影響の概要 
(〇：可能性あり、－：可能性なし) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－３ 

異常状態の起因事象とな
るものであってＰＳ－
１、ＰＳ－２以外の構築
物、系統及び機器 

１次冷却材を内蔵す
る機能（ＰＳ－１以

外のもの） 

① １次ナトリウム純化系のうち、１次冷却材を内蔵しているか、
又は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小口
径のものを除く。） 

－  

② １次オーバフロー系のうち、１次冷却材を内蔵しているか、又
は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小口径
のものを除く。） 

－  

③ １次ナトリウム充填・ドレン系のうち、１次冷却材を内蔵して
いるか、又は内蔵し得る容器・配管・弁（ただし、ＰＳ－１に属
するもの及び計装等の小口径のものを除く。） 

－  

２次冷却材を内蔵す
る機能（通常運転時
の炉心の冷却に関連

するもの） 

① ２次主冷却系、２次補
助冷却系、２次ナトリウ
ム純化系及び２次ナトリ
ウム充填・ドレン系 

1）冷却材バウンダリに属する容器・
配管・ポンプ・弁（ただし、計装等
の小口径のものを除く。） 

〇 

－ 
(左記の構築物、系統及び機器は、冷却材であるナトリウムを
内蔵し、設置されている部屋は禁水区域であるため、溢水源が
ない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けること
はない。) 

放射性物質の 
貯蔵機能 

① 液体廃棄物処理設備 －  
② 固体廃棄物処理設備 －  

通常運転時の冷却材
の循環機能 

① １次主冷却系 
 1）１次主循環ポンプ 

ⅰ）１次主循環ポンプ本体（循環機能） 〇 

－ 
(左記は、冷却材であるナトリウムを内蔵し、禁水区域である
格納容器内に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢
水によってその機能が影響を受けることはない。) 

ⅱ）主電動機 －  
② ２次主冷却系 
 1）２次主循環ポンプ 

ⅰ）２次主循環ポンプ本体（循環機能） －  
ⅱ）電動機 －  

通常運転時の最終 
ヒートシンクへの 

熱輸送機能 

① ２次主冷却系 
 1）主送風機 

ⅰ）電動機 －  

ⅱ）電磁ブレーキ －  

電源供給機能（非常
用を除く。） 

① 一般電源系（受電エリア） －  

プラント計測・制御
機能（安全保護機能

を除く。） 

① 原子炉冷却材温度制御系（関連するプロセス計装及び制御用圧
縮空気供給設備を含む。） 

〇 

〇(一部) 
(原子炉冷却材温度制御系の空気流量調節器及び関連するプ
ロセス計装については、中央制御室に設置するため、溢水によ
ってその機能が影響を受ける場合がある。インレットベーン
ドライブユニット及び制御用圧縮空気供給設備は、設置され
ている部屋が禁水区域であるため、溢水源がない。したがっ
て、溢水によってその機能が影響を受けることはない。) 
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9条-別紙 1-別添 2-7 

 

第 1表 原子炉の安全停止に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要（6/6） 

 

安全機能の重要度分類 原子炉の安全停止 
に係る機器等 

(〇：該当、－：非該当) 

溢水による機能影響の概要 
(〇：可能性あり、－：可能性なし) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－３ 

原子炉冷却材中放射性物
質濃度を通常運転に支障
のない程度に低く抑える
構築物、系統及び機器 

核分裂生成物の原子
炉冷却材中への放散

防止機能 
① 炉心構成要素 

1）炉心燃料集合体 
 ⅰ）被覆管 

－  

2）照射燃料集合体 
 ⅰ）被覆管 

－  

ＭＳ－３ 

運転時の異常な過渡変化
があってもＭＳ－１、Ｍ
Ｓ－２とあいまって、事
象を緩和する構築物、系
統及び機器 

制御室外からの安全
停止機能 

①  中央制御室外原子炉停止盤（安全停止に関連するもの） 〇 〇 

燃料プール水の補給
機能 

① 原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備 

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属す
るものを除く。） 

－  

② 第一使用済燃料貯蔵属
建物使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属す
るものを除く。） 

－  

③ 第二使用済燃料貯蔵属
建物使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属す
るものを除く。） 

－  

出力上昇の抑制機能 ① インターロック系 1）制御棒引抜きインターロック系 －  

異常状態への対応上必要
な構築物、系統及び機器 

緊急時対策上重要な
もの及び異常状態の

把握機能 

① 事故時監視計器（ＭＳ－２に属するものを除く。） 〇 

〇(一部) 
(原子炉入口冷却材温度及び原子炉出口冷却材温度、１次主冷
却系冷却材流量及び２次主冷却系冷却材流量に係るプロセス
計装の検出器及び関連する一部のケーブルは、禁水区域に設
置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその
機能が影響を受けることはない。 
一部のケーブルについて、その機能が影響を受ける場合があ
る。) 

② 放射線管理施設（ＭＳ－２に属するものを除く。） －  
③ 通信連絡設備 －  
④ 消火設備 －  
⑤ 安全避難通路 －  
⑥ 非常用照明 －  
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9条-別紙 1-別添 3-1 

 

別添 3 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する溢水による機能への影響 

 

安全機能の重要度分類から抽出した放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する溢水に

よる機能への影響の概要を第 1表に示す。  
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9条-別紙 1-別添 3-2 

 

 

第 1表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要（1/6） 

 

安全機能の重要度分類 放射性物質の貯蔵又
は閉じ込めに係る 

機器等 
(〇：該当、－：非該当) 

溢水による機能影響の概要 
(〇：可能性あり、－：可能性なし) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－１ 

その損傷又は故障により
発生する事象によって燃
料の多量の破損を引き起
こすおそれがあり、敷地
外への著しい放射性物質
の放出のおそれのある構
築物、系統及び機器 

原子炉冷却材 
バウンダリ機能 

① 原子炉容器 1）本体 －  
② １次主冷却系、１次補

助冷却系及び１次ナトリ
ウム充填・ドレン系 

2）原子炉冷却材バウンダリに属する
容器・配管・ポンプ・弁（ただし、
計装等の小口径のものを除く。） 

－  

炉心形状の維持機能 

① 炉心支持構造物 
1）炉心支持板 －  
2）支持構造物 －  

② 炉心バレル構造物 1）バレル構造体 －  

③ 炉心構成要素 

1）炉心燃料集合体 －  
2）照射燃料集合体 －  
3）内側反射体 －  
4）外側反射体（Ａ） －  
5）材料照射用反射体 －  
6）遮へい集合体 －  
7）計測線付実験装置 －  
8）照射用実験装置 －  

ＭＳ－１ 

異常状態発生時に、敷地
周辺公衆への過度の放射
線の影響を防止する構築
物、系統及び機器 

原子炉の緊急停止及
び未臨界維持機能＊1 

① 制御棒 －  

② 制御棒駆動系 
1）駆動機構 －  
2）上部案内管 －  
3）下部案内管 －  

③ 後備炉停止制御棒 －  

④ 後備炉停止制御棒駆動
系 

1）駆動機構 －  
2）上部案内管 －  
3）下部案内管 －  

１次冷却材漏えい量
の低減機能＊2 

① 原子炉容器 1）リークジャケット －  
② １次主冷却系、１次補助冷却系及び１次ナトリウム充填・ドレ

ン系のうち、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポン
プ・弁の配管（外側）又はリークジャケット 

－ 
 

③ １次主冷却系 1）逆止弁 －  
④ １次補助冷却系 1）サイフォンブレーク弁 －  
⑤ １次予熱窒素ガス系 1）仕切弁 －  

原子炉停止後の除熱 
機能＊3 

① １次主冷却系 
1）１次主循環ポンプポニーモータ －  
2）逆止弁 －  

② ２次主冷却系 1）主冷却機（主送風機を除く。）＊3 －  

＊1：【特記すべき関連系】炉心支持構造物（炉心支持板、支持構造物）、炉心バレル構造物（バレル構造体）、炉心構成要素（炉心燃料集合体、照射燃料集合体他） 

＊2：【特記すべき関連系】関連するプロセス計装（ナトリウム漏えい検出器） 

＊3：【特記すべき関連系】原子炉容器（本体）、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管他、冷却材バウンダリに属する容器・配管他 
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9条-別紙 1-別添 3-3 

 

第 1表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要（2/6） 

 

安全機能の重要度分類 放射性物質の貯蔵又
は閉じ込めに係る 

機器等 
(〇：該当、－：非該当) 

溢水による機能影響の概要 
(〇：可能性あり、－：可能性なし) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＭＳ－１ 

異常状態発生時に、敷地
周辺公衆への過度の放射
線の影響を防止する構築
物、系統及び機器 

放射性物質の 
閉じ込め機能 

① 格納容器 〇 
－ 

(左記は、禁水区域であるため、溢水源がない。したがって、
溢水によってその機能が影響を受けることはない。) 

② 格納容器バウンダリに属する配管・弁 〇 

〇（一部） 
(格納容器バウンダリに属する配管は、禁水区域である格納容
器内に設置されるため、溢水源がない。格納容器バウンダリに
属する弁の本体は二重化されており、片方は、禁水区域である
格納容器内に設置されるため、溢水源がない。もう片方のう
ち、原子炉附属建物の禁水区域又は禁水区域であるアニュラ
ス部に設置されるものは、溢水源がないため、その機能が影響
を受けることはない。ただし、その他のエリアに設置されてい
るものは、溢水によってその機能が影響を受ける場合があ
る。） 

安全上必須なその他の構
築物、系統及び機器 

工学的安全施設及び
原子炉停止系への作
動信号の発生機能＊1 

① 原子炉保護系（スクラム） －  

② 原子炉保護系（アイソレーション） 〇 

〇（一部） 
(原子炉保護系(アイソレーション)及び関連する計装の一部
は、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源がな
い。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることは
ない。 
中央制御室等に設置される論理回路及び補助継電器回路、関
連するケーブルの一部については、溢水によってその機能が
影響を受ける場合がある。) 

安全上特に重要な 
関連機能＊2 

① 中央制御室 －  
② 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇 〇 
③ 交流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇 〇 
④ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇 〇 

＊1：【特記すべき関連系】関連する核計装、関連するプロセス計装 

＊2：【特記すべき関連系】関連する補機冷却設備 
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第 1表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要（3/6） 

 

安全機能の重要度分類 放射性物質の貯蔵又
は閉じ込めに係る 

機器等 
(〇：該当、－：非該当) 

溢水による機能影響の概要 
(〇：可能性あり、－：可能性なし) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－２ 

その損傷又は故障により
発生する事象によって、
燃料の多量の破損を直ち
に引き起こすおそれはな
いが、敷地外への過度の
放射性物質の放出のおそ
れのある構築物、系統及
び機器 

原子炉カバーガス等
のバウンダリ機能 

① １次アルゴンガス系 
1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装
等の小口径のものを除く。） 

〇 

－ 
(左記の構築物、系統及び機器は、禁水区域である格納容器内
に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によって
その機能が影響を受けることもない。) 

② 原子炉容器 
1）本体（原子炉冷却材バウンダリに
属するもの及び計装等の小口径のも
のを除く。） 

〇 

－ 
(左記は、冷却材であるナトリウムを内蔵し、禁水区域である
格納容器内に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢
水によってその機能が影響を受けることもない。) 

③ １次主冷却系 
1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装
等の小口径のものを除く。） 

〇 

－ 
(左記の構築物、系統及び機器は、冷却材であるナトリウムを
内蔵し、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源
がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けるこ
とはない。) 

④ １次オーバフロー系 
1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装
等の小口径のものを除く。） 

〇 
－ 

(１次主冷却系に同じ。) 

⑤ １次ナトリウム充填・
ドレン系 

1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装
等の小口径のものを除く。） 

〇 
－ 

(１次主冷却系に同じ。) 

⑥ 回転プラグ（ただし、計装等の小口径のものを除く。） 〇 

－ 
(左記は、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢
水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受
けることはない。) 

燃料を安全に 
取り扱う機能 

① 核燃料物質取扱設備 〇 

－ 
(左記の構築物、系統及び機器は、密封構造を有している。
また、ナトリウム中で燃料を取扱っている設備は、禁水区域
である部屋に設置されるため、溢水源がない。したがって、
溢水によってその機能が影響を受けることはない。) 
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第 1表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要（4/6） 

 

安全機能の重要度分類 放射性物質の貯蔵又
は閉じ込めに係る 

機器等 
(〇：該当、－：非該当) 

溢水による機能影響の概要 
(〇：可能性あり、－：可能性なし) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－２ 

その損傷又は故障により
発生する事象によって、
燃料の多量の破損を直ち
に引き起こすおそれはな
いが、敷地外への過度の
放射性物質の放出のおそ
れのある構築物、系統及
び機器 

原子炉冷却材バウン
ダリに直接接続され
ていないものであっ
て、放射性物質を貯

蔵する機能 

① 原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備 

1）貯蔵ラック 〇 

－ 
(左記は、冷却水を内蔵する水冷却池内に設置されており、水
環境で使用するものである。したがって、溢水によってその機
能が影響を受けることはない。) 

2）水冷却池 〇 

－ 
(左記は、冷却水を内蔵し、水環境で使用するものである。し
たがって、溢水によってその機能が影響を受けることはな
い。) 

② 第一使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）貯蔵ラック 〇 － 
(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同様) 2）水冷却池 〇 

③ 第二使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）貯蔵ラック 〇 － 
(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同様) 2）水冷却池 〇 

④ 気体廃棄物処理設備 1）アルゴン廃ガス処理系 〇 

－ 
(左記の構築物、系統及び機器は、密封構造を有している。し
たがって、溢水によってその機能が影響を受けることはな
い。) 

ＭＳ－２ 

ＰＳ－２の構築物、系統
及び機器の損傷又は故障
が及ぼす敷地周辺公衆へ
の放射線の影響を十分小
さくするようにする構築
物、系統及び機器 

燃料プール水の保持
機能 

① 原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備 

1）水冷却池 －  
2）水冷却浄化設備のうち、サイフォ
ンブレーク弁 

－  

② 第一使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却池 －  
2）水冷却浄化設備のうち、サイフォ
ンブレーク弁 

－  

③ 第二使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却池 －  
2）水冷却浄化設備のうち、サイフォ
ンブレーク弁 

－  

放射線の遮蔽及び 
放出低減機能 

① 外周コンクリート壁 〇 

－ 
(左記は、コンクリート、鉄鋼又は金属板で構成されており、
屋外（雨水）環境で使用するものである。したがって、溢水に
よってその機能が影響を受けることもない。) 

② アニュラス部排気系 
1）アニュラス部排気系（アニュラス
部常用排気フィルタを除く。） 

〇 〇 

③ 非常用ガス処理装置 〇 〇 

④ 主排気筒 〇 
－ 

(外周コンクリート壁に同じ。) 
⑤ 放射線低減効果の大きい遮蔽（安全容器及びコンクリート遮へ
い体冷却系を含む。） 

－  
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第 1表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要（5/6） 

 

安全機能の重要度分類 放射性物質の貯蔵又
は閉じ込めに係る 

機器等 
(〇：該当、－：非該当) 

溢水による機能影響の概要 
(〇：可能性あり、－：可能性なし) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＭＳ－２ 
異常状態への対応上特に
重要な構築物、系統及び
機器 

事故時のプラント状
態の把握機能 

① 事故時監視計器の一部 －  

安全上重要な 
関連機能 

① 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 〇 〇 
② 交流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 〇 〇 
③ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 〇 〇 

ＰＳ－３ 

異常状態の起因事象とな
るものであってＰＳ－
１、ＰＳ－２以外の構築
物、系統及び機器 

１次冷却材を内蔵す
る機能（ＰＳ－１以

外のもの） 

① １次ナトリウム純化系のうち、１次冷却材を内蔵しているか、
又は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小口径
のものを除く。） 

〇 

－ 
(左記の構築物、系統及び機器は、禁水区域である格納容器内
に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によって
その機能が影響を受けることはない。) 

② １次オーバフロー系のうち、１次冷却材を内蔵しているか、又
は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小口径の
ものを除く。） 

〇 
－ 

(同上) 

③ １次ナトリウム充填・ドレン系のうち、１次冷却材を内蔵して
いるか、又は内蔵し得る容器・配管・弁（ただし、ＰＳ－１に属す
るもの及び計装等の小口径のものを除く。） 

〇 
－ 

(同上) 

２次冷却材を内蔵す
る機能（通常運転時
の炉心の冷却に関連

するもの） 

① ２次主冷却系、２次補
助冷却系、２次ナトリウム
純化系及び２次ナトリウ
ム充填・ドレン系 

1）冷却材バウンダリに属する容器・
配管・ポンプ・弁（ただし、計装等
の小口径のものを除く。） 

－  

放射性物質の 
貯蔵機能 

① 液体廃棄物処理設備 〇 

－ 
(左記は、コンクリート、鉄鋼又は金属板で構成されており、
水環境で使用するものである。したがって、溢水によってその
機能が影響を受けることもない。) 

② 固体廃棄物処理設備 〇 
－ 

(固体廃棄物処理設備内の廃棄物は、密封されている。したが
って、溢水によってその機能が影響を受けることはない。) 
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第 1表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要（6/6） 

 

安全機能の重要度分類 放射性物質の貯蔵又
は閉じ込めに係る 

機器等 
(〇：該当、－：非該当) 

溢水による機能影響の概要 
(〇：可能性あり、－：可能性なし) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－３ 

異常状態の起因事象とな
るものであってＰＳ－
１、ＰＳ－２以外の構築
物、系統及び機器 

通常運転時の冷却材
の循環機能 

① １次主冷却系 
 1）１次主循環ポンプ 

ⅰ）１次主循環ポンプ本体（循環機能） －  
ⅱ）主電動機 －  

② ２次主冷却系 
 1）２次主循環ポンプ 

ⅰ）２次主循環ポンプ本体（循環機能） －  
ⅱ）電動機 －  

通常運転時の最終ヒ
ートシンクへの熱輸

送機能 

① ２次主冷却系 
 1）主送風機 

ⅰ）電動機 －  

ⅱ）電磁ブレーキ －  

電源供給機能（非常
用を除く。） 

① 一般電源系（受電エリア） －  

プラント計測・制御
機能（安全保護機能

を除く。） 

① 原子炉冷却材温度制御系（関連するプロセス計装及び制御用圧
縮空気供給設備を含む。） 

－  

原子炉冷却材中放射性物
質濃度を通常運転に支障
のない程度に低く抑える
構築物、系統及び機器 

核分裂生成物の原子
炉冷却材中への放散

防止機能 
① 炉心構成要素 

1）炉心燃料集合体 
 ⅰ）被覆管 

〇 
－ 

(左記は、冷却材であるナトリウムを内蔵する原子炉容器内に
設置されるため、溢水源はない。したがって、溢水によってそ
の機能が影響を受けることはない。) 

2）照射燃料集合体 
 ⅰ）被覆管 

〇 

ＭＳ－３ 

運転時の異常な過渡変化
があってもＭＳ－１、Ｍ
Ｓ－２とあいまって、事
象を緩和する構築物、系
統及び機器 

制御室外からの安全
停止機能 

① 中央制御室外原子炉停止盤（安全停止に関連するもの） －  

燃料プール水の補給
機能 

① 原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備 

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属す
るものを除く。） 

－  

② 第一使用済燃料貯蔵属
建物使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属す
るものを除く。） 

－  

③ 第二使用済燃料貯蔵属
建物使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属す
るものを除く。） 

－  

出力上昇の抑制機能 ① インターロック系 1）制御棒引抜きインターロック系 －  

異常状態への対応上必要
な構築物、系統及び機器 

緊急時対策上重要な
もの及び異常状態の

把握機能 

① 事故時監視計器（ＭＳ－２に属するものを除く。） －  
② 放射線管理施設（ＭＳ－２に属するものを除く。） －  
③ 通信連絡設備 －  
④ 消火設備 －  
⑤ 安全避難通路 －  
⑥ 非常用照明 －  
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別添 4 

使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する溢水による機能への影響 

 

安全機能の重要度分類から抽出した使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する溢水による機能へ

の影響の概要を第 1表に示す。  
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第 1表 使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要（1/4） 

 

安全機能の重要度分類 使用済燃料の冠水等
に係る機器等 

(〇：該当、－：非該当) 

溢水による機能影響の概要 
(〇：可能性あり、－：可能性なし) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－１ 

その損傷又は故障により
発生する事象によって燃
料の多量の破損を引き起
こすおそれがあり、敷地
外への著しい放射性物質
の放出のおそれのある構
築物、系統及び機器 

原子炉冷却材 
バウンダリ機能 

① 原子炉容器 1）本体 －  
② １次主冷却系、１次補

助冷却系及び１次ナトリ
ウム充填・ドレン系 

2）原子炉冷却材バウンダリに属する
容器・配管・ポンプ・弁（ただし、
計装等の小口径のものを除く。） 

－  

炉心形状の維持機能 

① 炉心支持構造物 
1）炉心支持板 －  
2）支持構造物 －  

② 炉心バレル構造物 1）バレル構造体 －  

③ 炉心構成要素 

1）炉心燃料集合体 －  
2）照射燃料集合体 －  
3）内側反射体 －  
4）外側反射体（Ａ） －  
5）材料照射用反射体 －  
6）遮へい集合体 －  
7）計測線付実験装置 －  
8）照射用実験装置 －  

ＭＳ－１ 

異常状態発生時に、敷地
周辺公衆への過度の放射
線の影響を防止する構築
物、系統及び機器 

原子炉の緊急停止及
び未臨界維持機能＊1 

① 制御棒 －  

② 制御棒駆動系 
1）駆動機構 －  
2）上部案内管 －  
3）下部案内管 －  

③ 後備炉停止制御棒 －  

④ 後備炉停止制御棒駆動
系 

1）駆動機構 －  
2）上部案内管 －  
3）下部案内管 －  

１次冷却材漏えい量
の低減機能＊2 

① 原子炉容器 1）リークジャケット －  
② １次主冷却系、１次補助冷却系及び１次ナトリウム充填・ドレ

ン系のうち、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポン
プ・弁の配管（外側）又はリークジャケット 

－ 
 

③ １次主冷却系 1）逆止弁 －  
④ １次補助冷却系 1）サイフォンブレーク弁 －  
⑤ １次予熱窒素ガス系 1）仕切弁 －  

原子炉停止後の除熱 
機能＊3 

① １次主冷却系 
1）１次主循環ポンプポニーモータ －  
2）逆止弁 －  

② ２次主冷却系 1）主冷却機（主送風機を除く。）＊3 －  
放射性物質の 
閉じ込め機能 

① 格納容器 －  
② 格納容器バウンダリに属する配管・弁 －  

安全上必須なその他の構
築物、系統及び機器 

工学的安全施設及び
原子炉停止系への作
動信号の発生機能＊4 

① 原子炉保護系（スクラム） －  

② 原子炉保護系（アイソレーション） －  

安全上特に重要な 
関連機能＊5 

① 中央制御室 －  
② 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇 〇 
③ 交流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇 〇 
④ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇 〇 

＊1：【特記すべき関連系】炉心支持構造物（炉心支持板、支持構造物）、炉心バレル構造物（バレル構造体）、炉心構成要素（炉心燃料集合体、照射燃料集合体他） 
＊2：【特記すべき関連系】関連するプロセス計装（ナトリウム漏えい検出器） 
＊3：【特記すべき関連系】原子炉容器（本体）、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管他、冷却材バウンダリに属する容器・配管他 
＊4：【特記すべき関連系】関連する核計装、関連するプロセス計装 

＊5：【特記すべき関連系】関連する補機冷却設備  
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第 1表 使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要（2/4） 

 

安全機能の重要度分類 使用済燃料の冠水等
に係る機器等 

(〇：該当、－：非該当) 

溢水による機能影響の概要 
(〇：可能性あり、－：可能性なし) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－２ 

その損傷又は故障により
発生する事象によって、
燃料の多量の破損を直ち
に引き起こすおそれはな
いが、敷地外への過度の
放射性物質の放出のおそ
れのある構築物、系統及
び機器 

原子炉カバーガス等
のバウンダリ機能 

① １次アルゴンガス系 
1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装
等の小口径のものを除く。） 

－  

② 原子炉容器 
1）本体（原子炉冷却材バウンダリに
属するもの及び計装等の小口径のも
のを除く。） 

－  

③ １次主冷却系 
1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装
等の小口径のものを除く。） 

－  

④ １次オーバフロー系 
1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装
等の小口径のものを除く。） 

－  

⑤ １次ナトリウム充填・
ドレン系 

1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装
等の小口径のものを除く。） 

－  

⑥ 回転プラグ（ただし、計装等の小口径のものを除く。） －  
燃料を安全に 
取り扱う機能 

① 核燃料物質取扱設備 －  

原子炉冷却材バウン
ダリに直接接続され
ていないものであっ
て、放射性物質を貯

蔵する機能 

① 原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備 

1）貯蔵ラック －  
2）水冷却池 －  

② 第一使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）貯蔵ラック －  
2）水冷却池 －  

③ 第二使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）貯蔵ラック －  
2）水冷却池 －  

④ 気体廃棄物処理設備 1）アルゴン廃ガス処理系 －  
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第 1表 使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要（3/4） 

 

安全機能の重要度分類 使用済燃料の冠水等
に係る機器等 

(〇：該当、－：非該当) 

溢水による機能影響の概要 
(〇：可能性あり、－：可能性なし) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＭＳ－２ 

ＰＳ－２の構築物、系統
及び機器の損傷又は故障
が及ぼす敷地周辺公衆へ
の放射線の影響を十分小
さくするようにする構築
物、系統及び機器 

燃料プール水の保持
機能 

① 原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備 

1）水冷却池 〇 

－ 
(左記は、冷却水を内蔵し、水環境で使用するものである。
したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはな
い。) 

2）水冷却浄化設備のうち、サイフォ
ンブレーク弁 

〇 

－ 
(左記は、水冷却池の上方に設置されるため、没水・被水を考
慮すべき溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が
影響を受けることはない。) 

② 第一使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却池 〇 
－ 

(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同じ。) 
2）水冷却浄化設備のうち、サイフォ
ンブレーク弁 

〇 
－ 

(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同じ。) 

③ 第二使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却池 〇 
－ 

(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同じ。) 
2）水冷却浄化設備のうち、サイフォ
ンブレーク弁 

〇 
－ 

(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同じ。) 

放射線の遮蔽及び 
放出低減機能 

① 外周コンクリート壁 －  

② アニュラス部排気系 
1）アニュラス部排気系（アニュラス
部常用排気フィルタを除く。） 

－  

③ 非常用ガス処理装置 －  
④ 主排気筒 －  
⑤ 放射線低減効果の大きい遮蔽（安全容器及びコンクリート遮へ
い体冷却系を含む。） 

－  

異常状態への対応上特に
重要な構築物、系統及び
機器 

事故時のプラント状
態の把握機能 

① 事故時監視計器の一部 －  

安全上重要な 
関連機能 

① 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） －  
② 交流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） －  
③ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） －  

ＰＳ－３ 

異常状態の起因事象とな
るものであってＰＳ－
１、ＰＳ－２以外の構築
物、系統及び機器 

１次冷却材を内蔵す
る機能（ＰＳ－１以

外のもの） 

① １次ナトリウム純化系のうち、１次冷却材を内蔵しているか、
又は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小口径
のものを除く。） 

－  

② １次オーバフロー系のうち、１次冷却材を内蔵しているか、又
は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小口径の
ものを除く。） 

－  

③ １次ナトリウム充填・ドレン系のうち、１次冷却材を内蔵して
いるか、又は内蔵し得る容器・配管・弁（ただし、ＰＳ－１に属す
るもの及び計装等の小口径のものを除く。） 

－  
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第 1表 使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要（4/4） 

 

安全機能の重要度分類 使用済燃料の冠水等
に係る機器等 

(〇：該当、－：非該当) 

溢水による機能影響の概要 
(〇：可能性あり、－：可能性なし) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－３ 

異常状態の起因事象とな
るものであってＰＳ－
１、ＰＳ－２以外の構築
物、系統及び機器 

２次冷却材を内蔵す
る機能（通常運転時
の炉心の冷却に関連

するもの） 

① ２次主冷却系、２次補
助冷却系、２次ナトリウム
純化系及び２次ナトリウ
ム充填・ドレン系 

1）冷却材バウンダリに属する容器・
配管・ポンプ・弁（ただし、計装等
の小口径のものを除く。） 

－  

放射性物質の 
貯蔵機能 

① 液体廃棄物処理設備 －  
② 固体廃棄物処理設備 －  

通常運転時の冷却材
の循環機能 

① １次主冷却系 
 1）１次主循環ポンプ 

ⅰ）１次主循環ポンプ本体（循環機能） －  
ⅱ）主電動機 －  

② ２次主冷却系 
 1）２次主循環ポンプ 

ⅰ）２次主循環ポンプ本体（循環機能） －  
ⅱ）電動機 －  

通常運転時の最終ヒ
ートシンクへの熱輸

送機能 

① ２次主冷却系 
 1）主送風機 

ⅰ）電動機 －  

ⅱ）電磁ブレーキ －  

電源供給機能（非常
用を除く。） 

① 一般電源系（受電エリア） －  

プラント計測・制御
機能（安全保護機能

を除く。） 

① 原子炉冷却材温度制御系（関連するプロセス計装及び制御用圧
縮空気供給設備を含む。） 

－  

原子炉冷却材中放射性物
質濃度を通常運転に支障
のない程度に低く抑える
構築物、系統及び機器 

核分裂生成物の原子
炉冷却材中への放散

防止機能 
① 炉心構成要素 

1）炉心燃料集合体 
 ⅰ）被覆管 

－  

2）照射燃料集合体 
 ⅰ）被覆管 

－  

ＭＳ－３ 

運転時の異常な過渡変化
があってもＭＳ－１、Ｍ
Ｓ－２とあいまって、事
象を緩和する構築物、系
統及び機器 

制御室外からの安全
停止機能 

① 中央制御室外原子炉停止盤（安全停止に関連するもの） －  

燃料プール水の補給
機能 

① 原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備 

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属す
るものを除く。） 

〇 

－ 
(燃料プール水の補給を停止した場合でも、使用済燃料貯蔵設
備の水冷却池に貯蔵される使用済燃料の崩壊熱は小さく、か
つ、水冷却池に多量の冷却水を保有しているため、冷却水の蒸
発により、水冷却池の水位が遮蔽に必要な水位を下回るまで
に十分な猶予期間（約 2 カ月）＊1 があり、左記の機能は溢水
発生時に要求されない。なお、この間に復旧することができ
る。) 

② 第一使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属す
るものを除く。） 

〇 
－ 

(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同じ。) 
③ 第二使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属す
るものを除く。） 

〇 
－ 

(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同じ。) 
出力上昇の抑制機能 ① インターロック系 1）制御棒引抜きインターロック系 －  

異常状態への対応上必要
な構築物、系統及び機器 

緊急時対策上重要な
もの及び異常状態の

把握機能 

① 事故時監視計器（ＭＳ－２に属するものを除く。） －  
② 放射線管理施設（ＭＳ－２に属するものを除く。） －  
③ 通信連絡設備 －  
④ 消火設備 －  
⑤ 安全避難通路 －  
⑥ 非常用照明 －  

＊1：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）高速実験炉原子炉施設（「常陽」） 第 12条（安全施設） 別紙 7 別添 1（「燃料プール水の補給機能」喪失時の燃料プールの液位評価）参照 
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別添 5 

溢水と運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因となる異常事象の関係 

 

溢水により発生が想定される運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因となる異常事象の

関係を第 1表に示す。 
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第 1表 溢水により発生が想定される運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因となる異常事象の整理（1/3） 

事象 左記事象の起因となる機能等 
溢水による発生の有無 

（溢水による発生の可能性 〇：あり、－：なし） 

運転時の異常な 

過渡変化 

未臨界状態からの制御棒の

異常な引抜き なし（運転員の制御棒の誤操作

（引抜きに伴い発生する事象） 

－ 
 運転員の誤操作により発生する事象であり、溢水によ

り発生しない。 出力運転中の制御棒の異常

な引抜き 
－ 

１次冷却材流量増大 通常運転時の冷却材の循環機

能（ＰＳ－３）（１次主循環ポン

プ（主電動機）） 

－ 

 １次主循環ポンプの速度制御盤に隣接して、１次主循

環ポンプの電源盤があり、溢水により１次主循環ポンプ

の回転数のみ増大することは考え難い。 

１次冷却材流量減少 ○ 
 溢水により、１次主循環ポンプの速度制御盤や電源盤

が没水や被水し発生する可能性がある。 

２次冷却材流量増大 通常運転時の冷却材の循環機

能（ＰＳ－３）（２次主循環ポン

プ（電動機）） 

－ 

 ２次主循環ポンプの速度制御盤が溢水により影響を

受けたとしても、２次主循環ポンプの二次抵抗が変化す

ることは考え難い。 

２次冷却材流量減少 ○ 
 溢水により、２次主循環ポンプの速度制御盤が没水や

被水し発生する可能性がある。 

主冷却器空気流量の増大 
プラント計測・制御機能（安全

保護機能を除く。）（ＰＳ－３） 
○ 

 原子炉冷却材温度制御系が溢水により影響を受けた

場合に発生する可能性がある。 (主送風機ベーン開度を

「増」側で制御中に、機能喪失することを想定) 

主冷却器空気流量の減少 

通常運転時の最終ヒートシン

クへの熱輸送機能（ＰＳ－３）

（主送風機（電動機）） 

○ 
 溢水により主送風機電動機が没水や被水し発生する

可能性がある。  

外部電源喪失 
電源供給機能（非常用を除く。）

（ＰＳ－３） 
〇 

 溢水により電源供給機能（非常用を除く。）の電源盤

等が没水や被水し発生する可能性がある。 
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第 1表 溢水により発生が想定される運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因となる異常事象の整理（2/3） 

事象 左記事象の起因となる機能等 
溢水による発生の有無 

（溢水による発生の可能性 〇：あり、－：なし） 

設計基準事故 

燃料スランピング事故 
炉心形状の維持機能（ＰＳ－

１）（炉心構成要素） 
－ 

 原子炉容器内に位置する炉心構成要素は、溢水により

破損することはない。 

１次主循環ポンプ軸固着事

故 

通常運転時の冷却材の循環機

能（ＰＳ－３）（１次主循環ポン

プ（循環機能）） 

－ 

１次主循環ポンプの回転軸は原子炉冷却材バウンダ

リ内に設置されており、溢水の影響により機械的に固着

することはない。  

１次冷却材漏えい事故 
原子炉冷却材バウンダリ機能

（ＰＳ－１） 
－ 

 原子炉冷却材バウンダリは、冷却材であるナトリウム

を保有する。密封構造であり、溢水により破損すること

はない。 

冷却材流路閉塞事故 
炉心形状の維持機能（ＰＳ－

１）（炉心構成要素） 
－ 

 原子炉冷却材バウンダリ内に存在する異物が起因と

なって生じる事象であり、溢水により発生しない。 

２次主循環ポンプ軸固着事

故 

通常運転時の冷却材の循環機

能（ＰＳ－３）（２次主循環ポン

プ（循環機能）） 

－ 

 ２次主循環ポンプの回転軸は冷却材バウンダリ内に

設置されており、溢水の影響により機械的に固着するこ

とはない。  

２次冷却材漏えい事故 

２次冷却材を内蔵する機能（通

常運転時の炉心の冷却に関連

するもの）（ＰＳ－３） 

－ 
 冷却材バウンダリは、冷却材であるナトリウムを保有

する。密封構造であり、溢水により破損することはない。 

主送風機風量瞬時低下事故 

通常運転時の最終ヒートシン

クへの熱輸送機能（ＰＳ－３）

（主送風機（電磁ブレーキ）） 

○ 
 主送風機（電磁ブレーキ）が没水や被水し発生する可

能性がある。  
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第 1表 溢水により発生が想定される運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因となる異常事象の整理（3/3） 

事象 左記事象の起因となる機能等 
溢水による発生の有無 

（溢水による発生の可能性 〇：あり、－：なし） 

設計基準事故 

燃料取替取扱事故 
燃料を安全に取り扱う機能（Ｐ

Ｓ－２） 
－ 

 燃料取扱作業中において、燃料集合体等は機械的な落

下防止措置を講じており、溢水により、燃料集合体等の

落下が生じることはない。 

気体廃棄物処理設備破損事

故 

原子炉冷却材バウンダリに直

接接続されていないものであ

って、放射性物質を貯蔵する機

能（ＰＳ－２）（気体廃棄物処理

設備） 

－ 
 密封構造である気体廃棄物処理設備のバウンダリは、

溢水により破損することはない。 

１次アルゴンガス漏えい事

故 

原子炉カバーガス等のバウン

ダリ機能（ＰＳ－２） 
－ 

 密封構造である原子炉カバーガス等のバウンダリ機

能は、溢水により破損することはない。 
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溢水の影響評価において想定する溢水源 
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「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」を参考に、溢水の影響評価において、第1表に示す溢

水源を想定する。また、想定される溢水源の配置を第2表に示す（第1図参照）。 
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第1表 溢水の影響評価において想定する溢水源 

溢水源の分類 想定する溢水源 

（１）溢水の影響を評

価するために想定す

る機器の破損等によ

り生じる溢水 

① 高エネルギー配管＊1（完全全

周破断）からの溢水 

ボイラー蒸気設備＊3 

 

② 低エネルギー配管＊2（配管内

径の1/2 の長さと配管肉厚の1/2 

の幅を有する貫通クラック）から

の溢水 

補機冷却設備 

液体廃棄物処理設備＊3 

ディーゼル発電機(燃料)設備 

ボイラー(燃料)設備 

脱塩水供給設備 

上水・工水設備 

（２）原子炉施設内で

生じる異常状態（火災

を含む。）の拡大防止

のために設置される

系統からの放水によ

る溢水 

① 火災検知により自動作動する

スプリンクラーからの放水 

無 

※ スプリンクラー設備を有しないこ

とから、対象外とした。 

② 建物内の消火活動のために設

置される消火栓からの放水 

無 

※ 第一使用済燃料貯蔵建物及び第二

使用済燃料貯蔵建物内に消火栓を有す

る。当該建物に位置する溢水防護対象

機器は、水冷却池等であり、没水や被

水により安全機能が損なわれることは

ないため、対象外とした。 

（３）地震に起因する

機器の破損等により

生じる溢水 

① 原子炉施設内に設置された機

器の破損による漏水（耐震重要度

分類Ｂ、Ｃクラス機器の破損） 

ボイラー蒸気配管＊3 

補機冷却設備 

液体廃棄物処理設備＊3 

ディーゼル発電機(燃料)設備 

ボイラー(燃料)設備 

脱塩水供給設備 

上水・工水設備 

② 使用済燃料貯蔵設備水冷却池

のスロッシングによる溢水 

原子炉附属建物水冷却池＊4 

第一使用済燃料貯蔵建物水冷却池＊3＊4 

第二使用済燃料貯蔵建物水冷却池＊3＊4 

＊1 呼び径＞25A（1B）／運転温度＞95℃又は運転圧力＞1.9MPa［gage］ 

（ただし、応力評価及び非破壊検査を実施しているものについては除外可能） 

＊2 呼び径＞25A（1B）／運転温度≦95℃かつ運転圧力≦1.9MPa［gage］ 

（ただし、静水頭圧の配管は除く。） 

＊3 溢水防護対象機器は、原子炉建物及び原子炉附属建物、主冷却機建物、第一使用済燃料貯蔵

建物及び第二使用済燃料貯蔵建物に位置する。ただし、第一使用済燃料貯蔵建物及び第二使用済

燃料貯蔵建物に位置する溢水防護対象機器は、水冷却池等であり、没水や被水により安全機能が

損なわれることはないため、第一使用済燃料貯蔵建物及び第二使用済燃料貯蔵建物の設備等は対

象外とする。 

＊4 水冷却池のスロッシングにより溢水が生じた場合にあっても、使用済燃料における冠水の確

保されることを評価する。 
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 第 2表 想定される溢水源の配置（1/2） 
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第 2表 想定される溢水源の配置（2/2） 
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第１図 想定される溢水源の配置（1/2：原子炉建物及び原子炉附属建物） 
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第１図 想定される溢水源の配置（2/2：主冷却機建物） 
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別添 2  

 

溢水影響評価結果の一例 

（主冷却機建物地下 1階及び地下 2階） 

 

 

【溢水防護区画の設定の基本方針】 

溢水防護区画は、基本的に壁、扉で区切られた部屋単位とし、名称には部屋番号を使用する。

溢水の影響評価の対象とする溢水防護対象機器（以下「溢水影響評価対象機器」という。）が設置

されている全ての区画について設定する。ただし、必要に応じて、堰等も区画に用いるものとす

る。 

 

【主冷却機建物地下 1階及び地下 2階における溢水防護区画＊1】 

第 1.1図：主冷却機建物地下 1階  S-201 

第 1.2図：主冷却機建物地下 2階  S-101、S-102、S-105、S-106、S-111、S-112、S-125、 

S-127、S-128、S-130 

＊1： ケーブル類は、端部（電源盤等）を除き、その被覆等により、溢水の影響を受けないと

判断できるため、溢水防護区画の設定の対象外とした。ただし、今後、ケーブル類の再敷設

等において、当該条件を確保できない場合は、必要に応じて、溢水防護区画を追加設定する。 

 

【主冷却機建物地下 1階及び地下 2階の溢水防護区画の影響評価に関連する溢水源の状況】 

第 2図参照  

 

【主冷却機建物地下 1階及び地下 2階における溢水影響評価結果】 

第 3.1図：溢水防護対象機器を有する S-201 に対する影響評価 

第 3.2図：溢水防護対象機器を有する S-101 に対する影響評価 

第 3.3図：溢水防護対象機器を有する S-102 に対する影響評価 

第 3.4図：溢水防護対象機器を有する S-105 に対する影響評価 

第 3.5図：溢水防護対象機器を有する S-106 に対する影響評価 

第 3.6図：溢水防護対象機器を有する S-111 に対する影響評価 

第 3.7図：溢水防護対象機器を有する S-112 に対する影響評価 

第 3.8図：溢水防護対象機器を有する S-125 に対する影響評価 

第 3.9図：溢水防護対象機器を有する S-127 に対する影響評価 

第 3.10 図：溢水防護対象機器を有する S-128 に対する影響評価 

第 3.11 図：溢水防護対象機器を有する S-130 に対する影響評価   
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第 1.1図 溢水防護区画の設定(主冷却機建物地下 1 階) 
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第 1.2図 溢水防護区画の設定（主冷却機建物地下 2 階) 
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第 2図 主冷却機建物地下 1階及び地下 2階の溢水防護区画の影響評価に関連する溢水源の状況（1/3：主冷却機建物 1F）  
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第 2図 主冷却機建物地下 1階及び地下 2階の溢水防護区画の影響評価に関連する溢水源の状況（2/3：主冷却機建物 B1F） 
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第 2図 主冷却機建物地下 1階及び地下 2階の溢水防護区画の影響評価に関連する溢水源の状況（3/3：主冷却機建物 B2F） 
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第 3.1 図 溢水防護対象機器を有する S-201 に対する影響評価 
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第 3.2 図 溢水防護対象機器を有する S-101 に対する影響評価 
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第 3.3 図 溢水防護対象機器を有する S-102 に対する影響評価 
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第 3.4図 溢水防護対象機器を有する S-105 に対する影響評価 
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第 3.5 図 溢水防護対象機器を有する S-106 に対する影響評価 
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第 3.6 図 溢水防護対象機器を有する S-111 に対する影響評価 
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第 3.7 図 溢水防護対象機器を有する S-112 に対する影響評価 
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第 3.8 図 溢水防護対象機器を有する S-125 に対する影響評価 
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第 3.9 図 溢水防護対象機器を有する S-127 に対する影響評価 
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第 3.10 図 溢水防護対象機器を有する S-128 に対する影響評価 
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第 3.11 図 溢水防護対象機器を有する S-130 に対する影響評価 
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添付 1 

 

溢水量評価の一覧表 

（主冷却機建物地下 1階及び地下 2階） 

 

 

溢水の影響評価において、「機器の破損等により生じる溢水」及び「原子炉施設内に設置

された機器の破損による漏水（耐震重要度分類Ｂ、Ｃクラス機器の破損）」として、想定す

る溢水源には、主冷却機建物の補機冷却設備、上水・工水設備、脱塩水供給設備蒸気設備等

の水が該当する。主冷却機建物地下 1階及び地下 2階の溢水量評価の一覧を第 1表に示す。 
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第1表 溢水量評価（主冷却機建物地下1階及び地下2階）（1/2） 
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第1表 溢水量評価（主冷却機建物地下1階及び地下2階）（2/2） 
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添付 4 

 

漏水検知器の概略構造 

 

 

漏水検知器の概略構造を第 1図に示す。漏水検知器には、電極式を用いる。溢水は、電極

間に水が接触し、通電が生じることで検知される。 

漏水検知器は、高さ 5.5cm 以上の溢水を検出できるものを設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1図 漏水検知器の概略構造 
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別添 2 

 

使用済燃料貯蔵設備水冷却池の 

スロッシングによる溢水に係る影響評価 

 

1.概要 

使用済燃料貯蔵設備水冷却池（原子炉附属建物、第一使用済燃料貯蔵建物、第二使用済燃料貯蔵建

物）は、放射性物質を含む冷却水等を保有し、かつ、上面が開放された構造を有しており、地震時のス

ロッシングにより溢水が生じる。 

使用済燃料貯蔵設備水冷却池における地震時のスロッシングによる溢水において、溢水後、水冷却池

液位が、使用済燃料集合体頂部水位を上回り、使用済燃料の冠水の確保及び冷却機能を維持できること

を確認する。 

また、水冷却池からスロッシングにより溢水した「放射性物質を含む冷却水」について、溢水高さ

（最大）を評価し、溢水源となる水冷却池が位置する区画の出入口に、溢水高さ（最大）を上回る堰等

（例：止水板）を設置する＊1。  

   ＊1： 定められた区画外への漏えいを防止することで、原子炉の停止及び放射性物質の閉じ

込め機能の維持や管理区域外への漏えいの防止を達成できる。 

 

2.地震時のスロッシングによる溢水に係る主な解析条件等 

  解析コード ： 汎用熱流体解析ソフト“FLUENT” 

  地震波   ： 原子炉附属建物、第一使用済燃料貯蔵建物、第二使用済燃料貯蔵建物における

Ss-Dを入力とした加速度時刻歴を使用 

          ※ 水平方向（EW）と鉛直方向（UD）を同時に入力 

          ※ 原子炉附属建物については、Ss-6についても確認     

  初期水位  ： 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池 G.L.-600㎜ 

          第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池 G.L.-660㎜ 

第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池 G.L.-800㎜ 

 

3.地震時のスロッシングによる溢水の評価 

地震時のスロッシングによる溢水の評価結果を第 1表に示す（解析結果一例：第 1図参照）。 

ここで、溢水高さは、水冷却池から溢水した水の体積を水冷却池室床面積で除すことで求め、水冷却

池への水の戻りや水冷却池室の床ドレンを無視した保守的なものである。 

本評価結果を踏まえ、溢水源となる水冷却池が位置する区画の出入口には、溢水高さ（最大）を上回

る堰等を設置する（設置例：第 2図参照）。 

定められた区画外への漏えいを防止することで、原子炉の停止及び放射性物質の閉じ込め機能の維持

や管理区域外への漏えいの防止を達成できる。 

また、溢水後水冷却池液位は、使用済燃料集合体頂部水位を上回っている。使用済燃料の冠水は十分

に確保可能であり、使用済燃料の冠水確保及び冷却機能の維持を達成できる。 
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第 1表 地震時のスロッシングによる溢水の評価結果 

 

設備 
溢水高さ 

（最大）＊1 
溢水後水冷却池液位 判定 

原子炉附属建物 

使用済燃料貯蔵設備 

水冷却池 

EW：24.1 cm 
EW: G.L.-1062 ㎜ 

使用済燃料集合体頂部水位 G.L.-7750 ㎜ 
○ 

第一使用済燃料貯蔵建物 

使用済燃料貯蔵設備 

水冷却池 

EW：64.1 cm 
EW: G.L.-2131 ㎜ 

使用済燃料集合体頂部水位 G.L.-7446 ㎜ 
○ 

第二使用済燃料貯蔵建物 

使用済燃料貯蔵設備 

水冷却池 

EW：23.6 cm 
EW: G.L.-1484 ㎜ 

使用済燃料集合体頂部水位 G.L.-7640 ㎜ 
○ 

 

＊1： 水冷却池が位置する区画の出入口に、高さ 1m以上の止水板を設置 

 → 区画外への漏えいを防止 
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第 1 図 使用済燃料貯蔵設備水冷却池のスロッシング解析結果一例

核物質防護情報（管理情報）が
含まれているため公開できません。 
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第 2図 止水板設置例（原子炉附属建物）
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添付 1 

影響評価に用いる地震波の代表性 

 

 

第 452 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合（2022 年 7 月 22 日）での説明に基づき、

「常陽」周辺の地盤調査データを用いて再評価した設計用床応答スペクトルに基づく地震波により、ス

ロッシングに伴う溢水等を評価する。 

スロッシングは、使用済燃料貯蔵設備水冷却池の 1次固有周期（約 3～4秒：原子炉附属建物、第一使

用済燃料貯蔵建物、第二使用済燃料貯蔵建物で同程度）と一致した場合に大きくなる。当該周期におい

て、Ss-D は、最大の加速度を有するため、Ss-D を代表とした評価に、Ss-1～6 は包絡される（第 1 図参

照）。なお、旧評価結果（添付 2）からも、Ss-Dを用いた評価が、その他の基準地震動を用いたものを包

絡していることを確認できる。 

また、旧評価結果より、スロッシングは、水冷却池の長手方向で大きくなる。EW の溢水量が大きいこ

とを確認しており、Ss-Dの EWを代表とする。下記に、原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池の床

応答スペクトル(0.5%、質点⑭)を示す。 

 

  

原子炉建物 

（参考図） 
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第 1図 原子炉附属建物水冷却池における床応答スペクトル（10%拡幅前、減衰定数 0.5%、質点⑭）

EW方向 

NS方向 
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添付 2 

 

旧 FRS によるスロッシング評価結果 

 

 

 第 453 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合（2022 年 7 月 25 日）で提示した旧

FRS によるスロッシング評価結果を第 1 表、第 1 図に示す。 

 第 2.1 図において、原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池の溢水量は Ss-D の EW で最大

であり、この傾向は、第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池及び第二使用済燃料

貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池でも同様である。 

 なお、再評価した FRS を用いた溢水量評価結果は、旧 FRS を用いたものを上回ったが、水冷却池

が位置する区画の出入口に設けた高さ 1m 以上の止水板は、溢水高さ（最大：64.1cm）に対して、十分

な裕度を有する。 
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第 1表 地震時のスロッシングによる溢水の評価結果（旧 FRS） 

 

設備 
溢水高さ 

（最大） 
溢水後水冷却池液位 判定 

原子炉附属建物 

使用済燃料貯蔵設備 

水冷却池 

EW：23.3 cm 

NS：7.3 cm 

EW: G.L.-1047 ㎜ ／ NS: G.L.-739 ㎜ 

使用済燃料集合体頂部水位 G.L.-7750 ㎜ 
○ 

第一使用済燃料貯蔵建物 

使用済燃料貯蔵設備 

水冷却池 

EW：63.4 cm 

NS：26.6 cm 

EW: G.L.-2113 ㎜ ／ NS: G.L.-1270 ㎜ 

使用済燃料集合体頂部水位 G.L.-7446 ㎜ 
○ 

第二使用済燃料貯蔵建物 

使用済燃料貯蔵設備 

水冷却池 

EW：22.7 cm 

NS：15.7 cm 

EW: G.L.-1458 ㎜ ／ NS: G.L.-1253 ㎜ 

使用済燃料集合体頂部水位 G.L.-7640 ㎜ 
○ 

 

 

 

第 1図 使用済燃料貯蔵設備水冷却池のスロッシング解析結果一例（附属・旧 FRS） 
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別添 3 

 

使用済燃料貯蔵設備水冷却池のスロッシング解析に使用した加速度時刻歴 

 

 

使用済燃料貯蔵設備水冷却池のスロッシング解析に使用した加速度時刻歴＊1を以下に示す。 

 

原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池   ：第１図～第２図 

第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池 ：第３図 

第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池 ：第４図 

 

＊1： 第 452 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合（2022年 7月 22日）での

説明に基づき、「常陽」周辺の地盤調査データを用いて再評価した設計用床応答スペクト

ルに基づく地震波 
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(NS成分) 

 

 

  
(EW成分) 

 

 

 

(UD成分) 

 

 

第１図 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池の加速度時刻歴 

（基準地震動 Ss-D） 

 

[79]



9条-別紙 7-別添 3-3 

 

 

(NS成分) 

 

 

  
(EW成分) 

 

 

 

(UD成分) 

 

 

第２図 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池の加速度時刻歴 

（基準地震動 Ss-6） 
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(EW成分) 

 

 

 

(UD成分) 

 

 

第３図 第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池の加速度時刻歴 

（基準地震動 Ss-D） 
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(NS成分) 

 

 

  
(EW成分) 

 

 

 

(UD成分) 

 

 

第４図 第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池の加速度時刻歴 

（基準地震動 Ss-D） 
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